
様式第５号 

令和８年２月１０日  

 

質 問 回 答 書 

 

 本プロポーザルに対する、令和８年１月２６日（月）から２月９日（月）までに受け付けま

した質問への回答は次のとおりです。 

 

 

No 

 

 

質問内容 

 

回 答 

１ 

将来ビジョン具体化に向けた事業検討パー

トナーとの検討状況で、具体的に公開でき

る情報がありましたら共有をお願いしま

す。 

（仮称）原水駅周辺土地区画整理事業に係る

将来ビジョン具体化検討業務は、現在委託期

間中のため、その成果品の公表は差し控えま

す。 

ただし、参加申込受付期間に参加申込書を提

出し、参加資格を有することを本町が確認し

た者については、個別説明の機会を設けます。

なお、個別説明の実施方法については、実施

要領３事務局にお問い合わせください。 

２ 

デザインガイドラインの運用では策定後、

実際の基盤整備や民地の開発時にデザイン

ガイドラインが遵守されているかの確認、

助言を貴町が主体的に担っていくことと想

像しますが、デザインガイドライン策定者

あるいは第三者機関が関わっていくことな

ども考えられますか？どんな運用を目指し

ているか現時点で共有できる情報がありま

したらお願いいたします。 

本町としては、デザインガイドライン策定後

の運用（ガイドラインが遵守されているのか

の確認）は重要と考えます。 

デザインガイドラインの運用は長期にわたる

ことが想定されるため、その運用に係る責任

者を分野（建築・ランドスケープ・照明等）

ごとに明示するような提案を期待していま

す。 

３ 

様式第 10号、業務実績調査の契約金額につ

いては民間プロジェクトの場合、守秘義務

があるため非公開でよろしいでしょうか？ 

「契約金額（税込み）」の記載がないものであ

っても提出書類としては受け付けます。 

ただし、「業務名」、「発注者（地方公共団体名

等）」、「契約金額（税込み）」、「契約期間」、「業

務概要」のうち、そのいずれかを記載しない

場合は、資格審査及び書類審査の評価に際し、

以下のとおり影響が生じる可能性があること

を申し添えます。 

①資格審査 

・上記内容を記載しないこと（業務実績を証

する書類の全部又は一部を非開示とすること



を含む）によって、実施要領４参加資格の（２）

（３）を満たすことが確認できない場合は、

当該プロポーザルへの参加を認めない。 

②書類審査の評価（様式第１０号） 

・上記内容を記載しないこと（業務実績を証

する書類の全部又は一部を非開示とすること

を含む）によって、業務実績を客観的に評価

することができない場合は、書類審査の評価

の対象外とする。 


